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シーメンスのサプライヤーおよびビジネスパートナーのための行動規範 
Code of Conduct Version 5.0, September 2023 
 
 

本行動規範は、シーメンスのサプライヤーおよびビジネスパートナーに課される基本的な要求事項を
定め、その利害関係人および環境に対する責任について規定する。 

 
シーメンスのサプライヤーおよびビジネスパートナーは、本書をもって以下のことを表明する。 
 

法の遵守 

• 適用される法制度における法令および規制を遵守すること。 

 

 

基本的人権および労働慣行 
 

人権侵害の原因を防止し、自らが人権侵害に加担しないようにし、すべての国際的に宣言された人権
を尊重することを確保する。女性、児童、移民労働者、または先住民といった弱い立場にある人または
そのような集団に属する人の人権が尊重されるよう、最大の配慮を払うものとする。 

 

➢ 強制労働の禁止 

• 奴隷的拘束、強制労働、抑圧、搾取 、および人身売買を利用せず、またそれに加担しない 

こと。 

 

➢ 児童就労の禁止 

• 15歳未満の労働者を雇用しないこと（ILO条約第138号の発展途上国例外条項の対象となる
国においては14歳未満の労働者を雇用しないこと）。 

• •健康、安全、および道徳を害する可能性のある業務には、18歳未満の労働者を就かせない
こと。 

 

➢ 従業員の差別禁止および尊重 

• 従業員に対し、その肌の色、人種、国籍、民族、社会的地位、障害、性別、性的自認および指
向、婚姻歴、政治的・宗教的信条または年齢を問わず平等な機会と待遇を与えると共に、従
業員間の機会平等を推進すること。 

• 性的、威圧的、脅迫的、虐待的、搾取的な身ぶり、言葉遣い、身体的接触など、精神的虐待、
セクシャルハラスメント、人種差別等、個人の扱いとして許容できないものを容認しないこと。 

 

➢ 組合結成の自由 

• 法的に認められる限り、労働者が労働組合を結成しまたは既存の労働組合に加入する権利、
および団体交渉に従事する権利を認めること。従業員団体あるいは労働組合の構成員に対し
て冷遇または優遇しないこと。 

 

➢ 従業員の労働時間、賃金、福利厚生 

• 世界全域において、労働時間に関して適用されるすべての規制を遵守すること。 

• 世界全域において、公正な報酬を提供し、賃金および報酬に関して適用されるすべての法を
遵守すること。 

• 国境を越えて人員が配置される場合、適用されるすべての法的要件、特に最低賃金に関する
規制を遵守すること。 

 

➢ 労働安全衛生および治安部隊 

• 労働安全衛生に関して適用法上の規制および国際的な標準に従って行動し、安全な労働条
件を提供すること。 

• 従業員に教育を行い、健康と安全性の問題についての知識を得ていることを確認すること。 

• 合理的な職業上の健康および安全管理システムを確立し、使用すること。 
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• 私的または公的な治安部隊を使用する場合、従業員およびその他の権利保持者の人権が尊
重されるようにすること（違法な肉体的・精神的暴力を使用しない）。 

 

 

➢ 苦情処理体制 

• 本行動規範に対する違反が疑われるときに、従業員が保護の下で報告できる仕組みを提供
すると共に、内部告発者または苦情申立者が報復行為を受けないよう保護措置を確保するこ
と。 

 

 

環境および気候の保護、天然資源の保護 
• 環境保護に関し、適用法上の規制および国際的な標準に従って行動すること。 

• 環境汚染を最低限に抑制し、環境保護のための継続的改善を行うこと。 

• 合理的な環境管理システムを確立すること。 

• 大気汚染物質と温室効果ガス（GHG）の排出を削減し、有害な土壌変化、水質汚染、および
有害な騒音の発生を可能な限り抑制すること。 

• •エネルギー効率を高め、再生可能エネルギーを使用し、水消費量を可能な限り削減するこ
と。 

• •土地、森林、および水資源の不法な奪取を引き起こさないこと。 

• •廃棄物を減らし、適切な処理と処分を行うこと。 

 

公正な経営慣行 
➢ 汚職と贈収賄の禁止 

• 方法を問わず、汚職および贈収賄を認めず、かつ直接または間接かを問わず関与しないこ
と。また、公的機関の意思決定に影響を与え、または不適切な優遇措置を得る目的で、民間
部門の公的機関関係者または相手方に対して、何らかの利益の提供、受領および約束を行
ってはならない。不適切なファシリテーション・ペイメントの提供、受領も行ってはならない。 

 

➢ 公正な競争、独占禁止法および知的財産権 

• 国内外の競争法に従って行動すること。また、競合他社との間で、価格操作、市場または顧
客の割当、市場分割または入札談合を行わないこと。 

• 他者の知的財産権を侵害しないこと。 

 

➢ 利益相反 

• 社内および/またはシーメンスに対し、取引上の関係に影響が及ぶ可能性があるすべての利
益相反を回避および/または開示すること。また利益相反と思われるものを回避すること。 

 

➢ マネーロンダリング、テロリストへの資金供給の禁止 
• 直接または間接かを問わず、マネーロンダリングまたはテロリストへの資金供給を幇助しない

こと。 
 

➢ データプライバシー 
• 個人データの秘密を保持し、責任をもって処理すること。各人のプライバシーを尊重し、個人
データが実効的に保護され、適法な目的のみに使用されるようにすること。 

 

➢ 貿易統制 
• 輸出、輸入、関税および貿易に関して適用される法令および規制を遵守すること。 

 

 

鉱物の調達における責任 
• 紛争地域や危険地域から産出した原料、および人権侵害、汚職、武装集団の資金源または
同様の悪影響を生じさせる者から調達した原料を製品に使用しないよう、合理的な努力をする
こと。 
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サプライチェーン 
• 取引のあるサプライヤーに対し本行動規範の原則を遵守させるよう、合理的な努力をすると

共に、リスクベースのアプローチで遵守状況をチェックすること。 
• サプライヤーの選定およびその取扱いについて公平の原則に従うこと。 

 
 
詳細については、www.siemens.com/code-of-conductを参照すること。 

http://www.siemens.com/code-of-conduct

